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２０２１年度 研究助成要綱 

公益財団法人 栢森情報科学振興財団 

 

1．助成研究の適格要件 

次の各号の要件を満たすもの 

(1)情報科学に関する学術的発展に寄与する研究であること 

(2)研究の計画および方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な

成果を期待し得るものであること 

(3)研究を実施する者（研究実施者）が、研究を計画に従って遂行するに足る

能力を有すること 

 

2．研究テーマ 

情報に関する科学の基礎的・萌芽的または総合的研究 

 

3．研究助成金の限度額 

助成総額 2,000万円。1件当たりの最高額は 200万円を原則とする 

 

4．助成研究募集期間 

2021年 6月 1日（火）～2021年 8月 31日（火） 

 

5．研究助成金の交付決定 

2021年 11月中旬の予定 

 

6．研究助成の対象となる経費 

助成の対象となる経費は、研究者本人の人件費（給料等）以外の経費とし、機械

器具装置の購入費や賃借料、旅費、消耗品費、謝金等が含まれる。 

 

7．研究完了日 

研究助成金交付決定後 2年以内 

 

8．助成研究の選考・決定方法 

(1)当財団の選考委員会において、応募者から提出された研究助成金交付申請書

に基づき、厳正に選考し助成額を決定する。 

(2)応募者の機会均等化を期するため、助成された方は、原則としてその年度以

後 3年間は、選考の対象とされない。 



9．研究助成金の交付 

(1)研究助成金の交付は、前払いの方法により行われる。 

(2)交付された助成金は、研究の成功不成功にかかわらず、その返還を求めない

こととする。ただし、助成研究実施計画書に記載した研究が実施されなかっ

た場合、および研究実施者が当財団の規定等に違反した場合には、研究助成

金の一部または全部を返還していただくことがある。 

 

10．報告書等 

(1)助成研究が完了したときは、研究実施者は、助成研究完了の日から 30日以内

に完了報告書を提出しなければならない。 

(2)助成研究計画を中止しようとするときは、当財団に届け出て指示を受けねば

ならない。 

 

11．助成研究成果の帰属 

助成研究によって取得された知的財産権は、研究実施者に帰属することとする。

ただし、助成研究成果を特許、実用新案または意匠登録として出願し、その後、

特許権、実用新案権または意匠権を取得したときは、速やかにその旨を当財団に

届け出ねばならない。 

また、当財団は「特許庁長官指定学術団体」として指定されているので、当財団

が主催または共催する研究集会で文書で以って研究成果を発表した場合であっ

て、その発表後 6ヶ月以内にこれにつき特許、実用新案の出願をしたときは、そ

の発明または考案は新規性喪失の例外とされている。この適用を受けるには、当

財団の証明書が必要となるのでその旨を申し出られたい。 

 

12．助成研究の成果の発表 

(1)助成研究の成果については、当財団の機関誌等への掲載または講演会等にお

いての発表などをしていただくことがある 

(2)研究実施者は、助成研究の成果を学会等で発表する場合には、当該研究が当

財団の助成を受けて実施されたものである旨を明示されたい。 

 

 

以上 



 

 

２０２１年度 フォーラム・シンポジウム等開催助成要綱 

公益財団法人 栢森情報科学振興財団 

 

1．応募条件 

情報科学に関する学術的発展に寄与する国際会議、学術講演会、フォーラム、シ

ンポジウム、セミナー、研究集会・研修会であって、2021年 12月 1日から 2023

年 3月末までの間に開催されるものであること。 

 

2．助成金の限度額 

年度内助成総額 200万円 

 

3．募集期間 

2021年 6月１日（火）～2021年 8月 31日（火） 

 

4．助成対象となる経費 

(1)謝金、旅費、会場費、人件費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等。 

(2)申請書の予算内容欄には、当財団からの助成分のみでなく予算の総額について、

記入されたい。 

 

5．選考・決定方法 

(1)当財団の選考委員会において、応募者から提出された助成金交付申請書に基づ

き、厳正に選考し決定する。 

(2)助成額は、選考委員会の選考結果に基づき決定される。 

(3)応募者の機会均等化を期するため、採択された団体等は、原則としてその年度

以後 3年間は、選考の対象とされない。 

 

6．応募方法 

(1)申請書は開催責任者の所属機関、または開催機関を通して提出されたい。 

(2)申請時、内容について未定事項のある場合はその旨を付記されたい。 

 

7．選考結果の通知及び助成金の交付 

(1)選考委員会の選考結果は 11月初旬に通知する。 

(2)助成金は、開催が確定している場合は、請書等所定の書類の受理により、ただ

ちに指定された金融機関口座に送金する。 



 

 

8．開催後の報告書提出 

(1)終了後 3ヶ月以内に報告書を提出されたい。 

(2)支出については、領収書があればコピーを添付されたい。 

(3)フォーラム・シンポジウム等開催の資料は申請時に添付するほか、関連印刷物

を発行する場合は送付されたい。 

 

 

以上 



2022年度

第 17 回
児童教育実践についての研究助成

応募要項

第 17 回
児童教育実践についての研究助成

応募要項

「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的に、大学、研究機関およ
び教育実践に関わる方を対象にすぐれた研究を助成しています。新しい視点をもつ研
究成果が、実践の場で反映、継続され児童教育の基盤が充実していくことが期待され
る研究を主に助成しています。

このたび、Webにて応募受付を開始いたしました。
児童教育の研究活動をされている皆さま、最前線で日々子どもたちと向き合う
教育現場に携わる皆さま方からのたくさんのご応募をお待ちしております。

2021 年 7月 1日



1．目的

「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的に、大学、研究機関および教育実践に

関わる方を対象にすぐれた研究を助成しています。

新しい視点をもつ研究成果が、実践の場で反映、継続され児童教育の基盤が充実していくことが期

待される研究を主に助成しています。

2．助成の対象

 ①　対象となる研究
子どもたちのあらゆる成長の礎となる「ことばの力」を育む研究や、児童教育実践の質を向上

させる研究を助成します。

※児童教育の対象は小・中学生とします。ただし、児童教育への反映が明確な場合に限り、幼児、

高校生に関する研究も可とします。

  ◎　「ことばの力」を育む研究
   •　国語・日本語教育の諸分野における研究
   •　あらゆる学びの場におけることばの教育に関する研究
    〔研究内容例〕

    ・考える、話す、聞く、読む力を育成する教育　　・外国人児童の日本語学習に関する研究

    ・教科を越えた学力向上のためのことばの教育　　・特別支援教育でのことばの教育　等

  ◎　児童教育実践の質を向上させる研究
   •　多様な場における教育実践の質を向上させる研究
    〔研究内容例〕

    ・学びに向かう力を高める研究 ・革新的な学校・授業改革

    ・新しい教育テーマ・方法の開発 ・新しい学びの場の創造　等

 ②　応募資格
  下記のいずれかに該当する方を対象とします。

  •　日本の学校・教育委員会に所属する教育実践に携わる方 （例えば教諭、指導主事、相談員、
   特別支援教育の支援員等。）

  •　日本の大学・研究機関に所属する研究者 （例えば准教授、講師、助教、博士課程の院生等。
   若手支援のため、教授やそれに相当する職は除く。）

   ※　常勤・非常勤、年齢、国籍、学位は不問（ただし、学生の場合は修士号取得以上とする）。

   ※　個人研究、グループ研究ともに可。グループ研究の場合は、全員が応募資格に適すること。

   　　また、助成期間終了まで応募資格を有していること。

　　　【応募に際しての注意】
 • 研究（代表）者は、研究を計画・実施する中心的な存在であること。途中交代できません。

 • 原則、研究（代表）者の所属機関の長（研究科長、学部長、学校長、教育長等）あるいは

指導教官（学生の場合）からの推薦が必要です。

   ※　推薦者は、応募者と研究内容、応募要項を理解し、責任をもって推薦する第三者でなけ

ればなりません（自薦、共同研究者からの推薦は不可）。

   ※　確認のために推薦者に連絡をとらせていただきます。

 • 当研究助成の助成期間中に、他の機関から助成を受ける（申請中を含む）場合の留意点

   ※　同じ研究テーマで他資金を受ける場合も、当助成に応募可能。ただし、応募する研究は、

他資金で行う研究とは実施する課題や研究方法において異なり、独立して遂行され、個別

の成果を達成するものでなければなりません。当助成金と他資金を合わせた使用は不可。

   ※　他の機関から助成を受けている場合は、その機関が他資金を認めているかについても、

ご注意ください。

3．助成金・助成期間について

 ①　助成期間
 • 1 年間または 2年間とします。応募時に選択のうえ、申請してください。

 ②　助成金額
 • （1 ヵ年助成）…… 1 件につき 200 万円を限度に助成します。

 • （2 ヵ年助成）…… 1 件につき 300 万円を限度に助成します。

 ③　助成金の交付日と助成期間、会計報告日
 • 助成金交付日 2022 年 4 月 1 日　　

 • 助成期間 2022 年 4 月 1 日から 1年間または 2年間（助成金使用可能期間）

 • 会計報告日

  （1 ヵ年助成）…… 2023 年 5 月 10 日まで 

  （2 ヵ年助成）…… 2024 年 5 月 10 日まで（1年経過後に中間報告の必要があります） 

 ④　助成対象となる費用
 • 助成期間内に行う研究に直接関係する費用であり、かつ本要項P.7の「研究助成金費目

一覧」に記載されている費目に限ります。
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 ⑤　助成金の管理と注意事項
 • 助成金は研究（代表）者の個人管理が原則です。

 • 都合により所属機関が助成金を管理する場合でも、間接経費、一般管理費（光熱給水費

等）は原則として認められません。また、会計管理・報告等にあたり、当財団が提示する

条件をご了解いただけない場合は、助成決定を取り消すこともあります。

 • 助成期間終了後、残金がある場合は返金していただきます。

 • 研究（代表）者と当財団が締結する覚書が遵守されない場合、助成金総額を返還していた

だくこともあります。

4．選考方法と採否通知・公表

 ①　選考方法
応募情報をもとに審査委員会において選考し、助成対象と助成金額を決定します。

  ※　審査結果により、助成金額は申請額から変更される場合があります。

 ②　選考の際の重視点
 • 研究成果が児童教育の実践に明確な提言をもつか

 • 研究成果に実践への展開が見込めるか

 • 研究成果に実証性があるか

 • 研究計画に実行可能性があるか

 • 研究の着眼点や研究方法に独自性はあるか

 • 助成金の使途内訳の適否

 • 倫理的配慮がなされているか

 ③　審査委員
 委　員　長 藤森　裕治  文教大学 教授

   （五十音順） 米田　英嗣  青山学院大学 准教授

  針生　悦子  東京大学大学院 教授

  藤野　　博  東京学芸大学大学院 教授

  横山　詔一 国立国語研究所 教授

 ④　採否通知・公表
2022年2月下旬ごろ、応募した研究（代表）者全員にEメールで通知します。

「@hakuhodofoundation.jp」からのメールを受け取れるよう設定をお願いします。

採択された場合、研究（代表）者の氏名、所属機関・役職、研究タイトル、概要等を公表します。
  ※　採否の理由のお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。
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5．研究（代表）者の義務

助成決定時から研究成果発表会までの間、以下の義務が発生します。

 ①　説明会への出席と「覚書」の締結（2022 年 3月）
助成開始前の説明会へのご出席と、当財団との「覚書」の締結をお願いします。

 ②　変更時の連絡
研究（代表）者やグループ研究の共同研究者の転居・異動や連絡先の変更、助成金の使途内訳

の変更、研究内容・方法の変更、中止等がある場合は、遅滞なく連絡してください。

 ③　報告書類の提出（研究期間終了年の 5月 10 日締切り）
助成期間終了後、「研究成果報告書」および「会計報告書」等を提出していただきます。

また、会計報告書にもとづき、残金がある場合は返金していただきます。 

 ④　研究成果発表会への出席（研究期間終了年の 8月頃）
研究成果発表会に出席していただき、審査委員と出席者に対し、成果発表をお願いします。

（2ヵ年助成対象者は、1年経過時の 8月に中間報告をお願いします。）

第17回 児童教育実践についての研究助成に関する日程

応募受付期間 2021 年 7月 1日～ 10 月 31 日
採否通知 2022 年 2月下旬
説明会 2022 年 3月上旬
助成期間 2022 年 4月 1日から 1年間または 2年間
報告書類提出締切り 研究期間終了年の 5月 10 日
研究成果発表会 研究期間終了年の 8月頃
 （2ヵ年助成対象者は 1年経過時に中間発表）
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6．応募について

 ①　応募方法
当財団ホームページ（https://www.hakuhodofoundation.or.jp）の「研究助成マイページ」から、

応募してください。

 ②　応募受付締切日
 2021 年 10 月 31 日（日）

  ※　応募内容の記述は日本語に限ります。

  ※　ファクスやＥメールでの応募受付はいたしません。マイページからの応募ができない場合は

お早めにご連絡ください。

  ※　書類に不備がある場合は選考の対象外となりますのでご注意ください。

7．個人情報の取り扱いについて

（1）お預かりしました個人情報は、公益財団法人博報児童教育振興会が厳重に管理し、審査および選考、

採否通知の発送および採択された場合の公式発表、当財団のホームページや新聞・雑誌等での活

動報告および紹介、当財団の事業および活動の改善を目的としたアンケートの送付、ならびに当

財団が主催する今後の事業のご案内やお知らせ、挨拶状および発行物の送付などの目的で使用い

たします。なお、お預かりしました個人情報は、法令等により開示を求められた場合を除き、業

務委託先以外の第三者に開示または提供することはございません。尚、今回は選外となった場合

につきましても、当財団が主催する今後の事業のご案内やお知らせ、挨拶状などを送付させてい

ただく場合がございますのでご了承ください。

（2）本件の記録映像、記録写真および成果物は、当財団の活動の範囲内で、当財団のホームページや

新聞・雑誌等での活動報告および紹介ならびに事業募集の告知物などに使用する場合があります。

研究機関や学校等の組織や個人を特定できる情報（写真や映像等を含む）については、該当する

組織や個人に対して掲載内容を連絡のうえ、了承を得た範囲で掲載することとします。

（3）個人情報の取扱いに関するお問合わせや、個人情報の照会、訂正もしくは削除のご要望または苦

情の申出などにつきましては、下記のお問合せ窓口へご連絡ください。窓口担当者がご本人であ

ることを確認させていただいたうえで、お問合せ等に関する手続きをご案内いたします。

お問合せ窓口：公益財団法人博報堂教育財団　

「児童教育実践についての研究助成」事業担当　

　※ 当財団の個人情報保護への取り組みについては、以下のウェブサイトをご覧ください

　　 https://www.hakuhodofoundation.or.jp/privacy/
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研究助成金費目一覧

費　　目 内　容 （◎は 「申請金額内訳」の「使用目的」欄に記入する内容）

⑴ 人件費・謝金

⑵ 旅 費

⑶ 機 械 費

⑷ 消 耗 品 費

⑸ 作 業 委 託 費

⑹ 資 料 費

調査関連旅費

学会関連旅費

実施消耗品費

一般消耗品費

機器・備品購入費
(総額の20％以内）

機器・設備賃借費

研究協力者謝金

調査対象者謝金

⑺ その他の諸経費

※代表者と今回登録された共同研究者、推薦者への支出は不可。
◎依頼内容、金額（金券、物品も可)、時間・日数、人数を記入。金額は作業・内容に見合う対価に設定すること
（現金、物品いずれも可)。所属機関の規定を参考にしてもよい。

※代表者と今回登録された共同研究者のみ支出可能。日当・飲食費は支出不可。マイカー使用時の費用は、
　領収書がある駐車場代と高速料金のみ支出可能。フィールド調査や海外出張時には傷害保険に加入すること。
◎目的、行先、期間、回数等を記入

◎品名、個数、金額を記入

◎品名、個数、金額を記入

◎委託内容、研究のどのプロセスで発生するものかを具体的に記入

※ 以下の費用は対象外です。
 ・ 研究（代表）者およびグループ研究の共同研究者の労務費（給与や社会保険費等）
 ・ 臨時雇用でない者、あるいは当該研究以外の業務にも従事する者の労務費（給与や社会保険費等）
 ・ 学会等の年会費
 ・ 所属機関から徴収される間接経費、一般管理費
 ・ その他、当財団が対象外と判断したもの

助成期間内に行う研究に直接関係する費用に限ります。使途内容と算出根拠を記入してください。
一律に減額することはありませんので、十分に精査した内容で申請してください。 

・当該研究への協力に対する謝金、交通・宿泊費
　（助言・協力、データ入力や調査活動の補助作業等、当該研究に関する作業のみに
　　従事する臨時雇用に限る）

・調査対象者（被験者）・機関の協力に対する謝金、交通・宿泊費

・国内・海外での調査や打合せのための交通・宿泊費、傷害保険料
　（出張単位ごとに行き先と目的を明記すること）

・国内・海外での学会大会や国際会議参加のための交通・宿泊費、参加費、傷害保険料
　（出張単位ごとに学会名・行き先と、当該研究に関連する自身の研究発表のためか、
　　情報収集かを明記すること）

・PC、PCソフト(ライセンス使用料を含む)、デジタルカメラ、ICレコーダー、ハード
　ディスク、PC付属品等（金額にかかわらず、汎用性のある機器類）

・実践および検査に直接必要な機器・設備等のレンタル使用料（実践授業で使用する
　多数のタブレットのレンタル、MRI検査室の使用、サーバーのレンタル等）

・実践授業で直接使用する道具・消耗品
・知能検査や視聴覚検査等の検査類
・試作品

・アンケート調査、プログラム開発等の一部または全部の委託費用
・翻訳、編集、校正、印刷・製本等の委託費用

・一般事務用品
・CD-R、USBメモリ

・図書、文献、CD、DVD、写真等の資料費

・会議室と付属備品の使用料、会議時の弁当・お茶代
・コピー代、発送費、振込手数料、その他上記の項目に該当しない費用
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　博報堂教育財団は、児童に対する国語教育と視覚・聴覚障がい者に対する教育を助成
し、あわせてその活動に関する調査研究を行うことで、児童及び青少年の健全な人間形
成に寄与することを目的に、１９７０年に設立されました。以降、「子ども×ことば×
教育」を活動領域ととらえ、さまざまな活動を行っています。

　50回を超える開催となった児童教育の実践者を顕彰する「博報賞」をはじめ「児童教
育実践についての研究助成」「教職育成奨学金」に加え、「海外の研究者の日本招聘」
「世界の子どもたちの日本語交流」「子ども読書推薦文コンクール」さらに「こども
研究所」などの活動を行っています。

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル14階
Tel 03（6206）6266　Fax 03（6206）6582
https://www.hakuhodofoundation.or.jp
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鹿島学術振興財団 2022 年度 研究助成 募集要項 

 

１．助成の趣旨 

我が国の学術の発展並びに学術の国際交流を図るため、工学を含む自然科学、人

文・社会科学、学際融合的な分野・領域等において、国民生活向上への寄与が期待

される研究に対して助成を行うものです。 

２．助成対象の研究分野 

助成の対象となる主な研究分野は以下の通りです。 

(1) 都市・居住環境の向上 

(2) 国土・資源の有効利用 

(3) 防災・危機管理の推進 

(4) 文化・自然環境の保全 

※ (1)～(4)に関連する社会システム、情報技術等先端技術に関するものを含む 

３．助成対象研究者 

上記２.の対象分野に関する研究を行う、指定する推薦機関（この募集要項の末

尾に記載）に所属する「常勤の研究者」、または常勤の研究者から構成される研究

グループとします。 

推薦機関は、自然科学の分野は指定する学会、人文・社会科学の分野は指定する

大学としています。詳しくは、この募集要項の末尾の推薦依頼先リストにてご確

認ください。 

ただし、学会・大学等の機関の事業・研究活動として実施されている研究は対象

としません。 

４．募集期間 

2021年 7月 1日(木)～11月 20日（土） 

上記は財団への提出期限ですので、推薦機関への申請期限は、各推薦機関にご

確認ください。 

なお、2022年度の助成対象となる研究期間は、2022年 4月～2023年 3月です。 
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５．助成金額及び助成期間 

(1) 総 額  約 6,300万円（予定） 

一研究課題への助成金は、継続期間（2 年目）を含めて合計 300 万円以内と

します。 

なお、単年度または初年度で 200万円以上の助成金を申請するときは、理由

を申請書の「8．研究計画の要約」欄に付記してください。 

(2) 助成期間は 2年までとします。 

2 年目の助成継続を希望する場合は、初年度申請書の「次年度継続助成希望

の有無」に必ず「希望あり」とし、希望金額を記入して申請してください。 

ただし、2 年目の継続助成については財団に直接提出される「中間報告書兼

助成継続申請書」により、改めて内容を審査のうえ、採否、助成金を決定し

ます。 

(3) 2年目の継続手続き 

初年度申請時に助成継続を希望した採択者は、WEB 申請システムより、継続

申請を初年度 7月からの募集期間内に応募手続きをしてください。 

６．助成金の使途 

(1) 助成金には、研究に必要な設備備品費、消耗品費、謝金、旅費、印刷製本費等

を含めることができます。ただし、設備備品費は原則として助成金額の 30％

を超えないものとするとともに、当該研究の実施に直接必要なものに限りま

す。 

(2) 助成決定後、助成金の使途を変更（年度助成金額の 30％を超えるような場合）

する必要が生じた場合は、必ず事前に事務局までご連絡ください。事前の連絡

がなく変更した場合は、助成の取り消し、あるいは助成金の返還（全額または

一部）を求める場合があります。 

(3) 当財団は、助成金の一部を所属機関への間接経費とすることについては、これ

を想定しておりません。 
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７．申請手続 

(1) 申請者は、当財団ホームページ上に設定された WEB 申請システムに従って申

請書を作成後、必ず指定する推薦機関を経て申請書を提出してください。推

薦者は、自然科学の分野は指定する推薦機関の学会代表者、人文社会科学の

分野は指定する大学の学長または直属の所属機関長（学部長、大学院研究科

長、研究所長等）です。 

申請者が、申請書を直接当財団に送付することはできません。 

(2) 各推薦機関は、推薦書に必要事項を記入の上、申請書とともに当財団宛に郵

送にて提出をお願いします。推薦機関は、複数の申請を推薦することができ

ます。 

(3) 募集要項、申請用紙（含 推薦書用紙）は当財団ホームページよりダ

ウンロードできます。 

当財団ホームページアドレス https://www.kajima-f.or.jp/ 

(4) 申請書は片面で作成してください。 

＜申請手順＞ 

① マイページの取得（ＩＤとパスワード等を設定） 

②「申請基本情報」を申請システムから登録 

③「申請書類一式」をダウンロード、作成後アップロード 

④ 申請電子データ受付の確認メール受信 

⑤ 推薦機関に「申請書類」（原本）を提出 

⑥ 推薦機関は審査手続き後、「推薦書」を付して「申請書類」（原本）を

当財団へ郵送 

８．選考方法 

選考は当財団の選考委員会において行い、理事会で決定いたします。 

なお、選考に際して面接の上、ご説明を頂くこともあります。 

９．選考結果の通知 

2022年 3月下旬に文書により通知します。 

なお、採択者の助成決定金額は申請額を下回る場合があります。 

https://www.kajima-f.or.jp/
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10．成果報告等の提出 

(1) 助成研究者は、研究の成果・結果については助成期間終了後（継続助成は 2年

目助成期間終了後）に、会計については各事業年度終了後に当財団に WEB 申

請システムより報告していただきます。 

(2) 助成研究による研究成果の発表は自由です。ただし、論文には当財団からの

助成であることを記述してください 

(3) 研究成果報告は、当財団の年報に掲載いたします。また、「研究発表会」にお

いて発表をお願いすることがあります。 

11．その他 

(1) 当財団のその他の助成援助のうち、「研究者交流援助・派遣」との同時申請は

できません。また、当財団の「国際共同研究援助」と重複して受給することは

できません。ただし、申請者が共同研究者の場合を除きます。 

(2) 採択した研究課題、研究者名については、当財団のホームページに公表いた

します。なお、申請者の個人情報は、本人への連絡、選考手続等の目的以外

には使用しません。 

(3) 採択後、助成の条件に違反する事項が明らかになった場合は、遡って採択の

取消し、助成金の返還（全額または一部）を求めることがあります。 

 

以  上 
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2022年度 研究助成  推薦依頼先 

 

自然科学：指定 18学会 人文・社会科学：指定 17大学 

 

空気調和・衛生工学会 北海道大学 

計測自動制御学会 東北大学 

電気学会 筑波大学 

電子情報通信学会 東京大学 

地盤工学会 東京藝術大学 

土木学会 一橋大学 

日本応用地質学会 横浜国立大学 

日本オペレーションズ・リサーチ学会 名古屋大学 

日本音響学会 京都大学 

日本海洋学会 大阪大学 

日本化学会 神戸大学 

日本火災学会 九州大学 

日本機械学会 政策研究大学院大学 

日本建築学会 学習院大学 

日本生態学会 慶應義塾大学 

日本都市計画学会 上智大学 

日本水環境学会 早稲田大学 

農業農村工学会 
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鹿島学術振興財団 2022 年度 研究者海外派遣援助(短期･長期) 募集要項 

 

１．援助の趣旨 

我が国の学術の発展並びに学術の国際交流を図るため、工学を含む自然科学、

人文・社会科学、学際融合的な分野・領域等において、国民生活の向上に寄与する

研究を行う研究者の海外派遣を援助するものです。 

２．援助対象の研究分野 

援助対象となる外国における研究活動（研究、講義、視察等）の主な研究分野

等は以下の通りです。 

(1) 都市・居住環境の向上 

(2) 国土・資源の有効利用 

(3) 防災・危機管理の推進 

(4) 文化・自然環境の保全 

※ (1)～(4)に関連する社会システム、情報技術等先端技術に関するものを含む 

３．短期派遣 

(1) 外国研究者との討論、あるいは外国の大学等での特別講義等を行う、顕著な

研究業績を有する我が国の上級研究者（教授級）を対象とします。 

(2) 派遣期間は、原則として 3ヵ月以内です。渡航費（往復）、渡航先国内旅費及

び滞在費約 15,000円/日を支給します。 

(3) 国際会議、国際研究集会等に出席のための派遣は、対象としません。 

４．長期派遣 

(1) 外国において単独又は共同の研究を行い、その研究分野の発展に寄与する優

れた研究業績を有する、あるいは優れた業績が期待される我が国の中堅研究者

（准教授、講師、助教）を対象とします。 

(2) 派遣期間は、原則として 1年以内です。渡航費（往復）及び滞在費等約 10,000

円/日を支給します。 
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５．研究者交流援助金額 

2022年度の研究者交流の援助費は、研究者海外派遣と外国研究者招へい・受入

れとを合わせて、総額 1,600万円を予定しています。 

６．援助対象研究者 

(1) 研究者海外派遣援助の申請者は、指定する大学（この募集要項の末尾に記載）

の研究機関に所属する「常勤の研究者」に限ります。 

(2) 推薦機関は、自然科学、人文・社会科学の両分野ともに、指定する大学として

います。具体的な機関名は、この募集要項の末尾の「2022 年度推薦依頼先」

にてご確認ください。 

７．募集期間 

2021年 7月 1日(木)～11月 20日（土） 

上記は財団への提出期限ですので、推薦機関への申請期限は、各推薦機関にご

確認ください。 

なお、2022 年度の研究者海外派遣援助は、2022 年 4 月以降（渡航は 2022 年度

内）に行われるものを対象とします。 

８．申請手続 

(1) 申請者は、当財団ホームページ上に設定されたＷＥＢ申請システムに従って申

請書を作成後、必ず指定する推薦機関を経て申請書を提出してください。推

薦者は指定する推薦機関（大学）の学長または直属の所属機関長（学部長、

大学院研究科長、研究所長等）です。申請者が、申請書を直接当財団に送付

することはできません。 

(2) 推薦機関は、推薦書に必要事項を記入の上、申請書とともに当財団宛に郵送に

て提出をお願いします。推薦機関は、複数の申請を推薦することができます。 

(3) 募集要項、申請用紙（含  推薦書用紙）は当財団ホームページより   

ダウンロードできます。 

当財団ホームページアドレス https://www.kajima-f.or.jp/ 

(4) 申請書は片面印刷で作成してください。 

https://www.kajima-f.or.jp/
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＜申請手順＞ 

① マイページの取得（ＩＤとパスワード等を設定） 

②「申請基本情報」を申請システムから登録 

③「申請書類一式」をダウンロード、作成後アップロード 

④ 申請電子データ受付の確認メール受信 

⑤ 推薦機関に「申請書類」（原本）を提出 

⑥ 推薦機関は審査手続き後、「推薦書」を付して「申請書類」（原本）を

当財団へ郵送 

９．選考方法 

選考は当財団の選考委員会において行い、理事会で決定いたします。 

10．選考結果の通知 

2022年 3月下旬に文書により通知する予定です。 

なお、採択者の決定金額は申請額を下回る場合があります。 

11．成果報告等の提出 

(1) 派遣研究者は帰国後 1 ｹ月以内に、研究活動の経過、成果及び会計について当

財団にＷＥＢ申請システムより報告していただきます。 

※派遣期間が確認できる書類（派遣期間終了後の所属機関長からの派遣期間証

明文書、またはパスポートの「出入国記録」欄のコピー等）をアップロード。 

(2) 研究活動の成果については年報に掲載いたします。また、当財団の「研究発表

会」において発表をお願いすることがあります。 

(3) 派遣期間を短縮した場合は精算していただきます。 

12．その他 

(1) 「研究者海外派遣援助」は、原則として当財団以外からの助成との併用はでき

ません。また、当財団の「研究助成」及び「国際共同研究援助」との同時申

請はできません。ただし、共同研究者の場合を除きます。 

(2) 申請後、やむを得ない事情により申請を取りやめる場合は、選考結果の通知の

有無にかかわらず、すみやかに当財団へご連絡下さい。 
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(3) 申請後、当財団以外からの助成が決定した場合は「申請の取下げ」をお願いす

る場合がありますので、助成決定が判明し次第、すみやかに当財団にご連絡

下さい。採択決定後に判明した場合は「採択の取消し」となる場合がありま

す。 

(4) 採択された派遣研究者については、当財団ホームページに公表します。なお、

申請者の個人情報は、本人への連絡、選考手続等の目的以外には使用しませ

ん。 

(5) 当財団は、援助金の一部を所属機関への間接経費とすることについては、これ

を想定しておりません。 

 

以  上 



 

- 5 - 

 

 

2022年度 研究者交流・研究者海外派遣援助(短期･長期)援助  推薦依頼先 

 

自然科学：指定 15大学 人文・社会科学：指定 17大学 

 

北海道大学 北海道大学 

東北大学 東北大学 

筑波大学 筑波大学 

東京大学 東京大学 

東京工業大学 東京藝術大学 

横浜国立大学 一橋大学 

名古屋大学 横浜国立大学 

京都大学 名古屋大学 

大阪大学 京都大学 

神戸大学 大阪大学 

九州大学 神戸大学 

慶應義塾大学 九州大学 

東京理科大学 政策研究大学院大学 

日本大学 学習院大学 

早稲田大学 慶應義塾大学 

 上智大学 

 早稲田大学 
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鹿島学術振興財団 2022 年度 外国人研究者招へい･受入れ援助 募集要項 

 

１．援助の趣旨 

我が国の学術の発展並びに学術の国際交流を図るため、工学を含む自然科学、

人文・社会科学、学際融合的な分野・領域等において、国民生活向上に寄与する研

究を行う外国人研究者の招へい・受入れを援助するものです。 

２．援助対象の研究分野 

援助対象となる外国人研究者の研究活動（研究、講義、討論、視察等）の主な

研究分野等は以下の通りです。 

(1) 都市・居住環境の向上 

(2) 国土・資源の有効利用 

(3) 防災・危機管理の推進 

(4) 文化・自然環境の保全 

※ (1)～(4)に関連する社会システム、情報技術等先端技術に関するものを含む 

３．短期招へい 

(1) 我が国の研究者との討論、あるいは大学等での特別講義等を行おうとする、顕

著な研究業績を有する外国の上級研究者（教授級）を対象とします。 

(2) 招へい期間は、原則として 3ヵ月以内です。 

渡航費（往復）、国内旅費及び滞在費約 17,000 円/日を支給します。 

(3) 国際会議、国際研究集会等に出席のための招へいは対象としません。 

４．長期受入れ 

(1) 我が国において単独又は共同研究を行い、その研究分野の発展に寄与する有能

な外国の中堅研究者（准教授級）及び若手研究者（助教、大学院学生）を対象

とします。 

(2) 受入れ期間は、原則として 1年以内とし、以下の渡航費、滞在費を支給します。 

・中堅研究者 渡航費（往復）及び滞在費約 10,000 円/日 

・若手研究者 渡航費（往復）及び滞在費約 190,000 円/月 

但し、既に我が国に滞在中の研究者には、渡航費は支給しません。 
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５．研究者交流援助総額 

2022 年度の研究者交流の援助費は、研究者海外派遣と外国研究者招へい・受入

れとを合わせて、総額 1,600 万円を予定しています。 

６．援助対象研究者 

(1) 外国人研究者の招へい・受入れ援助の申請者は、指定する大学（この募集要項

の末尾に記載）に所属する「常勤の研究者」に限ります。 

(2) 推薦機関は、自然科学、人文・社会科学の両分野ともに、指定する大学として

います。具体的な機関名は、この募集要項の末尾の「2022 年度推薦依頼先」

にてご確認ください。 

７．募集期間 

2021 年 7 月 1 日(木)～11 月 20 日（土） 

上記は財団への提出期限ですので、推薦機関への申請期限は、各推薦機関にご

確認ください。 

なお、2022 年度の招へい・受入れの援助は、2022 年 4 月以降（来日は 2022 年

度内）に行われるものを対象とします。 

８．申請手続 

(1) 申請者は、当財団ホームページ上に設定されたＷＥＢ申請システムに従って申

請書を作成後、必ず指定する推薦機関を経て申請書を提出してください。推

薦者は指定する推薦機関（大学）の学長または直属の所属機関長（学部長、

大学院研究科長、研究所長等）です。申請者が、申請書を直接当財団に送付

することはできません。 

(2) 推薦機関は、推薦書に必要事項を記入の上、申請書とともに当財団宛に郵送に

て提出をお願いします。推薦機関は、複数の申請を推薦することができます。 

(3) 募集要項、申請用紙（含 推薦書用紙）は当財団ホームページよりダ

ウンロードできます。 

当財団ホームページアドレス https://www.kajima-f.or.jp/ 

(4) 申請書は片面印刷で作成してください。 
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＜申請手順＞ 

① マイページの取得（ＩＤとパスワード等を設定） 

②「申請基本情報」を申請システムから登録 

③「申請書類一式」をダウンロード、作成後アップロード 

④ 申請電子データ受付の確認メール受信 

⑤ 推薦機関に「申請書類」（原本）を提出 

⑥ 推薦機関は審査手続き後、「推薦書」を付して「申請書類」（原本）を

当財団へ郵送 

９．選考方法 

選考は当財団の選考委員会において行い、理事会で決定いたします。 

10．選考結果の通知 

2022 年 3 月下旬に文書により通知する予定です。 

なお、採択者の決定金額は申請額を下回る場合があります。 

11．成果報告等の提出 

(1) 申請者は招へい・受入れ期間の終了後 1 ｹ月以内に、研究活動の経過、成果

及び会計について当財団にＷＥＢ申請システムより報告していただきます。 

(2) 研究活動の成果は年報に掲載し、当財団の「研究発表会」において発表をお

願いすることがあります。 

(3) 滞在期間を短縮した場合は精算していただきます。 

12．その他 

(1) 「外国人研究者招へい・受入れ援助」は、原則として当財団以外からの助成

との併用はできません。 

(2) 申請後、やむを得ない事情により申請を取りやめる場合は、選考結果の通知

の有無にかかわらず、すみやかに当財団へご連絡下さい。 

(3) 申請後、当財団以外からの助成が決定した場合は「申請の取下げ」をお願い

する場合がありますので、助成決定が判明し次第、すみやかに当財団にご

連絡下さい。採択決定後に判明した場合は「採択の取消し」となる場合が

あります。 
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(4) 採択された招へい・受入れについては、当財団年報及びホームページに公表

します。なお、申請者の個人情報は、本人への連絡、選考手続等の目的以

外には使用しません。 

(5) 援助金の一部を所属機関への間接経費とすることについては、これを想定し

ておりません。 

 

以  上 
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2022 年度 研究者交流・外国人研究者招へい･受入れ援助  推薦依頼先 

 

自然科学：指定 15 大学 人文・社会科学：指定 17 大学 

 

北海道大学 北海道大学 

東北大学 東北大学 

筑波大学 筑波大学 

東京大学 東京大学 

東京工業大学 東京藝術大学 

横浜国立大学 一橋大学 

名古屋大学 横浜国立大学 

京都大学 名古屋大学 

大阪大学 京都大学 

神戸大学 大阪大学 

九州大学 神戸大学 

慶應義塾大学 九州大学 

東京理科大学 政策研究大学院大学 

日本大学 学習院大学 

早稲田大学 慶應義塾大学 

 上智大学 

 早稲田大学 
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鹿島学術振興財団 2022 年度 国際研究集会援助 募集要項 

 

１．援助の趣旨 

我が国で開催される国際研究集会の開催を支援することにより、我が国の学術

の発展並びに学術の国際交流に寄与することを目的とします。 

２．援助対象の分野 

工学を含む自然科学及び人文・社会科学分野全般が援助対象となります。 

３．援助対象の研究集会 

本募集では、2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日までの間に開催される国際

研究集会が対象となります。 

援助対象の国際研究集会は、我が国で開催される､学術的専門家・研究者の参加

する国際会議で、原則として比較的中小規模＊であり、当該会議のために組織され

運営全般に責任を有する組織委員会又は実行委員会等が主催するものとします。 

大学･学会等常設の機関･団体が主催者である会議は原則として対象外です。 

*全体の参加人数が概ね 1,000 人を超えず、予算規模が概ね 5,000 万円を超えない程度の規模 

４．申請者の資格 

我が国の大学、研究機関（営利企業を除く）等に所属する研究者であって、援

助を希望する研究集会の開催責任者（組織委員長等）とします。 

５．援助金額及び使途 

原則として援助金額は 50万円/件、今年度採択予定総額は 1,400万円です。 

会議のプロシーディング、報告書等の刊行物、海外からの外国人参加研究者の

旅費･滞在費等、会議開催の経費の一部を援助します。 

６．募集期間 

2021年 7月 1日（木）～11月 20日（土） 

７．申請手続き 

(1) 申請者は、必要に応じて事前に事務局に相談のうえ、当財団ホームページ上に

設定された WEB申請システムに従って「申請書及びチェックシート」を提出し

てください。 
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(2) 募集要項、申請書類一式は当財団ホームページよりダウンロードできます。 

当財団ホームページアドレス  https://www.kajima-f.or.jp/ 

＜申請手順＞ 

① マイページの取得（ＩＤとパスワード等を設定） 

②「申請基本情報」を申請システムから登録 

③「申請書類一式」をダウンロード、作成後アップロード 

④ 申請電子データ受付をメール受信にて確認 

８．選考方法 

選考は選考委員会において行い、理事会で決定します。 

９．選考結果の通知 

2022年 3月下旬に書面にて結果を通知します。 

10．開催報告書の提出 

(1) 採択された申請者(会議開催責任者)は、会議終了後、会議開催の結果及び会計

について当財団にＷＥＢ申請システムより報告していただきます。 

(2) 会議開催報告書は当財団年報に掲載いたします。 

11．その他 

(1) 採択された国際研究集会の会議名称、主催者名、援助金額等について、当財団

の年報及びホームページに公表いたします。また、会議開催報告書については

当財団年報に掲載いたします。 

なお、申請者の個人情報は、本人への連絡、選考手続等の目的以外には使用し

ません。 

(2) 採択後、援助の条件に違反する事項が明らかになった場合は、遡って採択の取

消し、援助金の返還（全額または一部）を求めることがあります。 

 

以  上 

https://www.kajima-f.or.jp/
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鹿島学術振興財団 2022 年度 国際共同研究援助 募集要項 

 

１．援助の趣旨 

当財団の援助対象研究分野における、独創的、先駆的な国際共同研究を援助する

ことにより、我が国の学術の発展並びに学術の国際交流、国際的に活躍する研究者

育成等に寄与することを目的とします。 

２．援助対象の研究分野 

工学を含む自然科学、人文・社会科学、学際融合的な分野における下記の研究領

域が主な対象となります。 

(1) 都市・居住環境の向上 

(2) 国土・資源の有効利用 

(3) 防災・危機管理の推進 

(4) 文化・自然環境の保全 

※ (1)～(4)に関連する社会システム、情報技術等先端技術に関するものを含む 

３．申請資格 

(1) 申請代表者は、日本の大学等の研究機関に所属する常勤の研究者であり、海外

の大学等の研究機関の研究者グループと共同で研究を行う研究者グループの

代表者とします。 

(2) 応募に際しては、原則として国内の共同研究者グループ間、並びに海外の共同

研究者グループとの間で研究計画に関する基本的な合意がなされている必要

があります。 

４．募集期間 

2021 年 7 月 1 日(木)～11 月 20 日(土) 

2022 年度の援助対象となる研究期間は、2022 年 4 月～2023 年 3 月です。 

５．援助金額及び援助期間 

(1) 総額  約 3,000 万円（予定） 

一研究課題への援助金は、継続期間（2年目）を含めて合計 1,000 万円以内と

します。 

(2) 援助期間は原則 2年までとします。 
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(3) 今回募集の援助対象となる研究期間 

2022 年 4 月～2023 年 3 月 

2 年目の援助継続を希望する場合は、初年度申請書の「次年度継続援助希望の

有無」に必ず「希望あり」とし、希望金額を記入して申請してください。 

ただし、2 年目の継続援助については財団に直接提出される「中間報告書兼援

助継続申請書」により、改めて内容を審査のうえ、採否、援助金を決定します。 

(4) 2 年目の継続手続き 

初年度申請時に援助継続を希望した採択者は、WEB 申請システムより、継続申

請を初年度 7月からの募集期間内に応募手続きをしてください。 

６．援助金の使途 

(1) 援助金は、原則として日本人研究者グループの研究費用が対象になります。日

本人研究者グループの研究に伴う海外共同研究者グループの旅費等について

は対象とすることができます。 

(2) 援助金には、研究に必要な設備備品費、消耗品費、研究者の旅費、謝金、印刷

製本費、運搬費、会議費等を含めることができます。ただし、設備備品費は原

則として援助金額の 30％を超えないものとするとともに、当該研究の実施に直

接必要なものに限ります。 

(3) 援助決定後、援助金の使途を変更（年度援助金額の 30％を超えるような場合）

する必要が生じた場合は、必ず事前に事務局までご連絡ください。事前の連絡

がなく変更した場合は、援助の取り消し、あるいは援助金の返還（全額または

一部）を求める場合があります。 

(4) 当財団は、援助金の一部を所属機関への間接経費とすることについては、これ

を想定しておりません。 

７．申請手続 

(1) 申請代表者は、当財団ホームページ上に設定されたＷＥＢ申請システムに従っ

て、直属の所属機関長（学部長、研究科長、研究所長等）の承諾を得た上で、

申請書を作成してください。 

(2) 申請代表者は、当援助が決定した際の共同研究実施の確認のため、海外の共同

研究グループの代表者より研究課題等が記載された署名入りの同意書面（書式

は自由）を取得し、アップロードしてください。 
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(3) 募集要項、申請用紙等は当財団ホームページよりダウンロードできます。 

当財団ホームページアドレス https://www.kajima-f.or.jp/ 

＜申請手順＞ 

① マイページの取得（ＩＤとパスワード等を設定） 

②「申請基本情報」を申請システムから登録 

③「申請書類一式」をダウンロード、作成後アップロード 

④ 申請電子データ受付をメール受信にて確認 

８．選考方法 

選考は選考委員会において行い、理事会で決定します。 

なお、選考の過程で面接による審査を行うことがあります。 

９．選考結果の通知 

2022 年 3 月下旬に文書により通知します。 

なお、採択者の援助決定金額は申請額を下回る場合があります。 

10．成果報告等の提出 

(1) 採択された研究代表者は、研究の成果・結果については援助期間終了後(継続援

助は 2 年目援助期間終了後)に、会計については各事業年度終了後に当財団に

ＷＥＢ申請システムより報告していただきます。 

(2) 財団所定の実施報告とは別に、継続援助期間を含む援助期間終了後１年以内に、

海外の共同研究者グループとの共著論文・出版（英文等）等、研究成果にふさ

わしい方法により、成果報告の提出をお願いいたします。 

(3) 当援助による研究成果の発表は自由です。ただし、論文等には当財団からの   

援助であることを記述してください。また、実施報告は当財団年報に掲載させ

ていただくと共に、当財団の研究発表会等での発表をお願いすることがありま

す。 

11．その他 

(1) 当財団のその他の助成援助のうち、「研究者交流援助・派遣」との同時申請はで

きません。また、当財団の「研究助成」と重複して受給することはできません。

ただし、申請者が共同研究者の場合を除きます。 
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(2) 採択された研究課題、研究代表者名等については、当財団の年報及びホームペ

ージ等に公表いたします。 

なお、申請者の個人情報は、ご本人への必要な連絡、選考手続等の目的以外に

は使用しません。 

(3) 採択後、援助条件に違反する事項が明らかになった場合は、遡って採択の取り

消し、援助金の返還（全額または一部）を求めることがあります。 

 

以  上 



 

令和４年度 国立歴史民俗博物館 共同研究公募要項 

 

１．趣旨 

 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館が実施する共同研究は、

歴史学、考古学、民俗学及び分析科学を含む関連諸学との学際協業によって日本の歴史と

文化について実証的な研究を行うものです。大学共同利用機関として、さらに共同利用性

を高め、大学等の研究・教育に供するため、共同研究を館内外に広く公募することとしま

す。 
 

２．公募する共同研究 

 令和４年度は以下の共同研究の公募を行います。 

  

 

（１）基幹研究 

 

 基幹研究は、本館の取り組む中心的な研究テーマのもとに、学際的研究を実施する共同

研究です。 

 基幹研究には、①「先端的な歴史研究の開拓をめざす資料論的かつ方法論的な挑戦的研

究」、②「日本の歴史と文化を広く通史的な視点に立って研究する現代的課題研究」、の

２つの枠組みがあります。①については、学際的で国際的な視点を重視して歴史研究自体

の革新をめざすテーマが求められます。②については、学界をリードし、かつ学際的で、

社会的状況・要請にも応えられるようなテーマが求められます。また、この基幹研究では

特に研究成果の高度化・可視化が求められます。 

令和４年度は、基幹研究Ⅰ「環境や交流からみた日本歴史の動的研究」の研究課題を２

～３件募集します。 

  

基幹研究Ⅰ「環境や交流からみた日本歴史の動的研究」の趣旨 

 

日本列島の歴史が、海外の諸地域との交流によってどのようにはぐくまれていったか

についての総合的研究。フィールド調査やモノ資料の分析をふまえて、人やモノの移動

や交流を背景に、どのような文化的影響を与えあい、地域が形成されていったのかを明

らかにする。時代を横断する視点に立って、考古学、文献史学、民俗学、美術史、年代

研究などの分野をまたいだ学際的研究を行う。 

 

公募する 

研究課題 

基幹研究Ⅰ「環境や交流からみた日本歴史の動的研究」に関する研

究課題 

研究期間 令和４年度より３年間 

研究会開催 年間３～４回。国立歴史民俗博物館 他 

研究代表者 

研究代表者は、研究計画の立案、研究会の主宰、研究成果の取りま

とめを行う。また、年度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行

われる成果報告会に原則として出席し、報告を行う。 

研究副代表者 本館教員をあてること。 

研究組織 
１５人程度。 

共同して研究を遂行することが可能な研究者、及び本館教員 

研究経費 年間２７０万円まで（旅費、消耗品 他） 

採択予定件数 ２～３件 

 



 

（２）基盤研究１（課題設定型） 

 

 考古・歴史・民俗資料の研究資源化、情報化等を主要な目的として実施する学際的研究

で、新しい研究視点、研究手法などの研究基盤の新構築を目指す共同研究です。研究代表

者が研究課題を自由に設定することができます。 

 ただし、国立歴史民俗博物館が取り組む「博物館型研究統合」や「総合資料学」に貢献

できる研究課題であることを条件とします。 

 

公募する 

研究課題 

考古・歴史・民俗資料の研究資源化、情報化等を主要な目的として

実施する学際的研究 

研究期間 令和４年度より３年間 

研究会開催 年間３～４回。国立歴史民俗博物館 他 

研究代表者 

研究代表者は、研究計画の立案、研究会の主宰、研究成果の取りま

とめを行う。また、年度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行

われる成果報告会に原則として出席し、報告を行う。 

研究副代表者 本館教員をあてること。 

研究組織 
１０人程度。 

共同して研究を遂行することが可能な研究者、及び本館教員 

研究経費 年間２２５万円まで（旅費、消耗品 他） 

採択予定件数 １～２件 

 

（３）基盤研究２（館蔵資料型） 

 

 本館の収蔵資料を対象とした研究課題と研究計画を提案する共同研究です。対象となる

資料は、下表の「候補となる館蔵資料一覧」をご覧ください。 

 

公募する 

研究課題 
本館が指定する収蔵資料に関連する共同研究（以下の候補から選択） 

候補となる 

館蔵資料一覧 

① 正倉院文書（複製）の活用に関する研究（歴史研究系 小倉准教

授） 

② 水島家伝来服飾・人形資料のうち服飾資料 H-1-1911-1（情報資

料研究系 澤田准教授） 

③ 浅川伯教収集朝鮮半島窯跡出土陶磁器コレクション（考古研究

系 村木准教授） 

④ 石川県白山麓山村生活用具 F-12(民俗研究系 松田准教授) 

研究期間 令和４年度より３年間 

研究会開催 年間３～４回。国立歴史民俗博物館 他 

研究代表者 

研究代表者は、研究計画の立案、研究会の主宰、研究成果の取りま

とめを行う。また、年度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行

われる成果報告会に原則として出席し、報告を行う。 

研究副代表者 本館教員をあてること。 

研究組織 
１０人程度。 

共同して研究を遂行することが可能な研究者、及び本館教員 

研究経費 年間２２５万円まで（旅費、消耗品 他） 

採択予定件数 １～２件 



 

（４）基盤研究３（歴博研究映像） 

 

 本館が日本の歴史と文化の研究を目的に蓄積してきた歴博研究映像資料の活用、新規課

題についての映像制作、などを行い、館蔵資料の蓄積および映像の研究活用を目的として

行う共同研究です。 

 

公募する 

研究課題 

日本の歴史と文化に関する映像の研究活用を主要な目的として行う

共同研究 

研究期間 令和４年度より３年間 

研究会開催 年間３～４回。国立歴史民俗博物館 他 

研究代表者 

研究代表者は、研究計画の立案、研究会の主宰、３年のうちに１つ

以上の映像を作成するなど研究成果の取りまとめを行う。また、年

度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行われる成果報告会に原

則として出席し、報告を行う。 

研究副代表者 本館教員をあてること。 

研究組織 
１０人程度。 

共同して研究を遂行することが可能な研究者、及び本館教員 

研究経費 年間４００万円まで（旅費、映像制作にかかる費用 他） 

採択予定件数 １件 

 

３．応募資格  

 (1)国内外の大学その他の研究機関に勤務する研究者（常勤、非常勤を問わない）

(2)(1)と同等の研究能力を有する研究者（大学院生は除く） 

 

４．申請手続き 

 共同研究計画については、「令和４年度国立歴史民俗博物館共同研究計画書」（以下よ

りダウンロードしてください）を作成し、それぞれ所属長の承認を得て提出してください。 

 

［共同研究計画書ダウンロード（本館 Web ページ URL）］ 

http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html 

 

なお、申請及び計画書の作成にあたっては、研究副代表者となる本館教員に事前に連絡

し、研究内容、方法等に関して十分に打ち合わせをしてください。本館教員の連絡先につ

いては、研究協力課研究教育係にお問い合わせください。 

 

５．申請書類の提出方法 

 申請書類（共同研究計画書）の電子データを「11．問い合わせ先」のメールアドレス宛

に添付してお送りください。（電子メールでご提出ください。） 

 

６．計画書の提出期限                          

  令和３年８月３１日(火)必着 

 

７．選考及び選考結果の通知 

共同研究計画書に基づき、９月に第一次審査（本館教員及び運営会議共同研究委員会外

部委員による書面審査、必要に応じて本館でのヒアリング）を、１１月中旬～１２月中旬

頃に第二次審査（運営会議共同研究委員会でのヒアリング）を行い、運営会議の審議を経

て館長が決定します。選考結果は、決定後速やかに申請者に通知します。 

 また、選考の結果、採択されなかった申請者の計画書等は返却しません。 

 



 

８．施設等の利用  

 共同研究員は、国立歴史民俗博物館の図書資料、収蔵資料、コンピューター及び各種研

究機器を利用することができます。 

 

９．研究成果報告 

・年次報告書は毎年提出していただきます。 
・基幹研究については、研究成果のまとめとして、各研究課題の連携による研究集会や展

示等の開催を奨励します。 

・共同研究終了後、３年以内に歴博の研究成果として、報告書（『国立歴史民俗博物館研

究報告』）を刊行していただきます。 

 

10．その他 

 採択となった場合も、予算配分の調整を行うことがあります。 

 

11. 問い合わせ先 

〒285-8502 千葉県佐倉市城内町１１７ 

大学共同利用機関 人間文化研究機構 

国立歴史民俗博物館 管理部研究協力課研究教育係 共同研究公募担当者 宛 

TEL ０４３－４８６－６４７３ 

FAX ０４３－４８６－６４９４ 

E-mail kenkyo@ml.rekihaku.ac.jp 


























